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 連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）

1.　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び名称　　　　　　10社

　タイヨーインタナショナルインク、開封太陽金明食品有限公司、タイヨーインタコリア

リミテッド、タイヨールシードプライベイトリミテッド、無錫太陽緑宝科技有限公司、上

海太陽食研国際貿易有限公司、株式会社タイヨーラボ、テクノ・マーケティング株式会社、

Ｔａｉｙｏ　ＧｍｂＨ、開封香麦士食品有限公司

　タイヨーフードリミテッドについては、清算手続きが結了したため、連結子会社から除

外しております。なお、連結範囲除外までの損益計算書については、連結しております。

2.　持分法の適用に関する事項

持分法適用関連会社の数及び名称　　３社

株式会社サンフコ、香奈維斯（天津）食品有限公司、ティエムティ株式会社

　なお、株式会社サンフコの決算日は連結決算日と異なっておりますが、同社の事業年度

に係る計算書類を使用しております。

　香奈維斯（天津）食品有限公司については、連結決算日における仮決算に基づく計算書

類を使用しております。

　ティエムティ株式会社(平成27年４月設立)を新たに設立したため、持分法適用の関連会

社に含めております。また、太陽食品(天津)有限公司については、全出資持分を譲渡した

ことにより、持分法適用の関連会社から除外しております。

3.　連結子会社の事業年度等に関する事項

　従来、連結子会社のうち決算日が12月末日であったタイヨールシードプライベイトリミ

テッドについては同日現在の計算書類を使用し連結決算日との間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っておりましたが、同社が決算日を３月末日に変更した

ことに伴い、平成27年１月１日から平成27年３月31日までの損益については、当連結会計

期間は利益剰余金に直接計上しております。

　タイヨーインタナショナルインク他９社については、連結決算日における仮決算に基づ

く計算書類を使用しております。

4.　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　　期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

時価のないもの　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

　イ．評価基準　　　　　　原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法により算定）

　ロ．評価方法　　　　　　主として総平均法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）は定額法、それ以外の有形固定資産については定率

法を採用しております。また、在外連結子会社は、主に国際会

計基準に基づく定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は、建物及び構築物７年～50年、機械装

置及び運搬具４年～17年、工具、器具及び備品３年～10年であ

ります。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　当社は、定額法を、在外連結子会社においては、主に国際会

計基準に基づく定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、

貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

②　賞与引当金　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

③　役員退職慰労引当金　　役員の退職金の支出に備えて役員退職慰労金規定に基づく期

末要支給額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
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(5) 重要なヘッジ会計の処理方法

　為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っておりま

す。

　また、外貨建予定取引に付した為替予約については、繰延ヘッジ処理を適用しておりま

す。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については15年間の定額法により償却を行っております。

(7) その他の連結計算書類作成のための重要な事項

①　退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年

金資産を控除した額を計上しております。過去勤務費用は、発

生時に一時償却しております。数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理しております。未認識数理計算

上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上し

ております。

②　消費税等の会計処理　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

5.　会計方針の変更

企業結合に関する会計基準等の適用

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業

結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　

平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を

当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動に

よる差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の

費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施され

る企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業

結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加え

て、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行

っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4）、連結会計基

準第44－５項(4）及び事業分離等会計基準第57－４項(4）に定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。
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（連結貸借対照表に関する注記）

1.　有形固定資産の減価償却累計額 27,982,287千円

2.　固定資産の取得原価から控除した国庫補助金による圧縮記帳額

建 物 及 び 構 築 物 22,522千円

機械装置及び運搬具 144,709千円

工具、器具及び備品 25,115千円

　計 192,348千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1.　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 23,513,701株

2.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年５月11日
取締役会

普通株式 352,575 (※)　　18 平成27年３月31日 平成27年６月９日

平成27年11月９日
取締役会

普通株式 192,548 10 平成27年９月30日 平成27年12月８日

　（※）１株当たり配当額の内訳　　普通配当　８円00銭　　特別配当　10円00銭

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年５月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 403,807 22 平成28年３月31日 平成28年６月７日

　（注）１株当たり配当額の内訳　　普通配当　10円00銭　　特別配当　12円00銭
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（金融商品に関する注記）

1.　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金の運用に関しては、銀行等金融機関の短期の預金等に限定してお

ります。

　受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、与信管理規定に従ってリスクの低減

を図っております。投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごと

に時価の把握を行っております。

　資金の調達は、主として銀行等金融機関からの借入によっており、借入金の使途は、運

転資金（主として短期）及び設備投資資金（主として長期）であります。デリバティブ取

引は、経理規定に従ってリスクヘッジ目的以外行わず、輸出入取引の決済範囲内で行うこ

ととしております。

2.　金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

連結貸借対照表
計 上 額(※１)

時　価(※１) 差 額

(1) 現金及び預金 5,187,371千円 5,187,371千円 －

(2) 受取手形及び売掛金 9,761,368千円 9,761,368千円 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券 2,878,235千円 2,878,235千円 －

(4) 支払手形及び買掛金 (5,005,652千円) (5,005,652千円) －

(5) 短期借入金 －千円 －千円 －

(6) 未払法人税等 (122,603千円) (122,603千円) －

(7) デリバティブ取引
　　（※２）

－千円 －千円 －

（※１）　負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

（※２）　デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。
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（注１）　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、(5) 短期借入金、並びに(6) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

(7) デリバティブ取引

　為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金と一体

として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金の時価に含めて記載し

ております。

　繰延ヘッジ処理をしている予定取引に付した為替予約の時価は、取引先金融機関か

ら提示された価格等に基づき算定しております。

（注２）　非上場株式（連結貸借対照表計上額861,014千円）は、市場価額がなく、かつ将来キ

　　　　ャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め

　　　　られるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 1,797円38銭

１株当たり当期純利益 104円55銭
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 個 別 注 記 表

（重要な会計方針）

1.　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式　　　移動平均法による原価法

(2) その他有価証券　時価のあるもの　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　移動平均法による原価法

2.　たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 評価基準　　　　　　原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

(2) 評価方法　　　　　　総平均法

3.　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については定額法、それ以外の有形固定資産については、定率法

を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年～50年、

構築物７年～50年、機械及び装置４年～17年、車両及び運搬具

４年～６年、工具、器具及び備品３年～10年であります。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

(3) リース資産　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4.　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金　　　　　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については､ 貸

倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金　　　　　 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金　　　 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上しております。過去勤務費用は、

発生時に一時償却しております。数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理

しております。
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(4) 役員退職慰労引当金　 役員の退職金の支出に備えて役員退職慰労金規定に基づく期末

要支給額を計上しております。

5.　外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

6.　ヘッジ会計の方法

　為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

　また、外貨建予約取引に付した為替予約については、繰延ヘッジ処理を適用しております。

7.　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

  8．会計方針の変更

企業結合に関する会計基準等の適用

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結

合会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成

25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関

連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年

度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配

分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更しておりま

す。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等

会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から

将来にわたって適用しております。

　これによる計算書類に与える影響はありません。
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（貸借対照表に関する注記）

1.　有形固定資産の減価償却累計額 26,055,891千円

2.　保証債務

　次の関係会社について金融機関からの借入債務に対し、債務保証を行っております。

ティエムティ株式会社 300,000千円

計 300,000千円

3.　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 2,033,921千円

長期金銭債権 1,025,668千円

短期金銭債務 100,804千円

　上記の金額のうち、関係会社長期貸付金1,025,668千円は貸借対照表において別掲しており

ます。

4.　固定資産の取得原価から控除した国庫補助金による圧縮記帳額

建 物 22,286千円

構 築 物 236千円

機 械 及 び 装 置 144,709千円

工具、器具及び備品 25,115千円

計 192,348千円
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（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高 営業取引による取引高

売上高 4,563,529千円

売上原価、販売費及び一般管理費 1,361,353千円

営業取引以外の取引高 39,596千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 5,158,828株

（税効果会計関係に関する注記）

繰延税金資産（負債）の主な原因別内訳

流動資産 未払事業税 20,420千円

賞与引当金 75,621千円

たな卸資産評価損 13,480千円

貸倒引当金 5,898千円

その他 19,907千円

繰延税金資産（流動）合計 135,327千円

固定資産 減価償却超過額 302千円

退職給付引当金 190,243千円

役員退職慰労引当金 109,551千円

投資有価証券評価損 39,804千円

ゴルフ会員権評価損 11,343千円

関係会社出資金評価損 92,143千円

その他 9,917千円

繰延税金資産（固定）合計 453,307千円

固定負債 固定資産圧縮積立金 192,042千円

特別償却準備金 3,478千円

その他有価証券評価差額金 498,428千円

繰延税金負債（固定）合計 693,950千円

繰延税金負債（固定）の純額 240,642千円
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（関連当事者との取引に関する注記）

1.　子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)
(注)３

科目
期末残高
(千円)
(注)３役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
タイヨーインタナ
ショナルインク

（所有）
直接100.0

役員２名
（兼任）

製品の
販売

製品の販売
(注)１

1,875,847 売掛金 912,537

子会社 Taiyo GmbH
（所有）
直接100.0

役員１名
（兼任）

製品の
販売

製品の販売
(注)１

1,022,353 売掛金 486,454

関連会社 株式会社サンフコ
（所有）
直接45.0

役員３名
（兼任）

製品の
販売
原料の
仕入

製品の販売
(注)１

1,462,257 売掛金 476,340

関連会社
香奈維斯（天津）
食品有限公司

（所有）
直接50.0

役員２名
（兼任）

資金の
貸付

資金の貸付
(注)2

－ 長期貸付金 495,792

（注）1.　販売価格については、一般的な取引条件を参考に決定しております。

2.　資金の貸付については、市場金利を勘案しており、担保は受け入れておりません。

3.　取引金額には消費税等の金額を含んでおらず、期末残高には消費税等の金額を含めて

おります。

2.　役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)
(注)３

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社

向陽興産株式会社
(注)１

（被所有）
直接5.3

役員１名
（兼任）

当社
損害保険
の窓口

損害保険料
(注)２

106,205 － －

（注）1.　当社役員山崎長宏及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。

2.　価格の基本は損害保険料率算出機構の料率に則り、複数社との交渉のうえ適正な価格

による契約をしております。

3.　取引金額には消費税等の金額を含んでおりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 1,752円17銭

１株当たり当期純利益 107円98銭
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